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【地方行政関係】 
 

１ 地方公務員の定年引上げに係る制度移行について 

 

令和５年度から施行される地方公務員の定年年齢の引上げに係る円滑な制度移

行に向け、必要な情報を早期かつ十分に提供するとともに、以下の事項について対

策をとること。 

・職員の規模や年齢構成のほか、行政ニーズも地方公共団体によって異なることか

ら、各地方公共団体の実情にあった柔軟な運用が可能となるよう制度に一定の柔

軟性を持たせること。 

・制度移行期も含め、地方の財政負担が生じないよう、確実に所要の地方財政措置

を講じること。特に、定年年齢の引上げ期間中も真に必要な規模の新規採用を計

画的に継続するために人件費が増加する場合等においても、地方財政措置を講じ

ること。 

 

２ 会計年度任用職員制度の運用について 

 

会計年度任用職員制度の運用に必要となる財政需要については、各地方公共団体

の実情を踏まえ、所要額について地方財政措置を確実に講じること。 

また、地方公共団体によって、直面している行政課題や行政ニーズは様々である

ことから、地方の実情に応じた柔軟な運用が可能となるよう、不断に制度の検討を

行うこと。併せて、制度の適切な運用に資する技術的な支援を継続して行うこと。 

 

３ 統一的な基準による地方公会計の運用及び公営企業会計の

適用の推進について 

 

地方公会計については、平成 27 年１月総務大臣名の「統一的な基準による地方

公会計の整備促進について」の通知により、統一的な基準による財務書類等を全て

の地方公共団体で作成し、活用を図ることとなったが、その運用については、地方

公共団体の実態を踏まえ適切な支援を行うとともに、財政措置の継続を図ること。

また、会計制度改革に先行して取り組んでいる地方公共団体が、これとは別に、従

前と同様の財務書類等を作成・公表することについては、その創意と工夫を制約す

ることのないよう、十分配慮すること。 

さらに、地方公共団体における決算審議をより一層充実させるため、「地方自治

法」など関係法令により定められている決算調書の様式緩和を行うこと。 

なお、公営企業会計についても、平成 31 年１月総務大臣名の「公営企業会計の

適用の更なる推進について」の通知により、下水道事業等の重点事業を含む全て

の法非適用企業において地方公営企業法の全部又は一部（財務規定等）を適用

し、公営企業会計に移行することが必要との要請があったところである。その移

行に当たっては、地方公共団体の負担を軽減するため、技術的な支援等必要な措

置を確実に講じるとともに、財政支援措置の拡充を図ること。 
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４ 地域国際化等の推進について 

 

（１）多文化共生社会の実現に向けて、以下の取組を実施すること。 

  ・ 「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」等において、国と地方公

共団体の役割を明確にし、地方自治体等の意見を十分に聴取しながら、引き続

き、その拡充を図ること。 

・ 地方公共団体による外国人に対する日本語教育、生活支援や相談体制の整備・

拡充などの取組に対し、継続的で十分な財政的支援を行うとともに、外国人受

入環境整備交付金について、交付対象とする事業の範囲を拡充すること。 

また、外国人住民の全住民に占める割合や窓口の対応状況を考慮するなど、

地方公共団体の実情に応じて限度額区分を見直すこと。 

  ・ 新たに受け入れる外国人材や在留外国人等が、地域社会の一員として自立し

た生活を円滑に送ることができる程度の日本語能力の取得や日本社会の習慣

に対する理解促進のため、外国人材等のニーズに応じた日本語学習等の機会を

提供する公的な仕組みを構築すること。また、国による「日本語教育の参照枠」

の普及が新たに進められるなか、都道府県における普及に対して地方財政措置

を行うこと。 

  ・ 「地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業」の国庫補助率の引き上げ

や都道府県に対する地方交付税措置など、地方公共団体における財政負担を軽

減するとともに、都道府県の役割の明確化及び役割に応じた体制の維持・充実

に向けた永続的な地方財政措置を講じること。 

・ 帰国・外国人児童生徒、外国にルーツを持つ児童生徒の教育や日本語及び母

語の学習支援体制の整備、教材等の開発に必要な措置を早急に講じること。 

・  義務標準法の規定に基づいた「日本語指導を行う教員に係る基礎定数化」に 

よる改善について進度を上げて実施すること。 

・ 帰国者や外国人及び外国にルーツを持つ人の雇用対策、保険・年金・医療、

災害対応等の諸課題を解消する具体的な措置を早急に講じること。 

  とりわけ、医療分野では、地方公共団体での取組を踏まえ、国籍等にかかわ

らず外国人がどの地域でも利用でき、医療機関も活用しやすい医療通訳制度の

導入やその代替手段となる仕組みの普及促進を図ること。 

  また、医療保険の適用のない外国人が受診した際の医療費の未払問題など外

国人を受け入れることに伴う様々な課題については、国が主体的に対策を講じ

ること。 

  ・ 災害時に外国人支援を行う人材の養成等を推進すること。また、地震、台風、

感染症、家畜伝染病などといった各種の情報について、「やさしい日本語」及

び多言語で提供するなど、外国人が必要な情報にアクセスできる環境整備の充

実を図ること。特に、広域で発生した有事の際には、国において、統一された

必要な情報を、少数言語も含め多言語で迅速に発信するとともに、24時間相談

対応が可能となるよう体制整備を図ること。 

 

（２）在外被爆者に対する援護については、在外被爆者は国内とは医療制度が異なる

様々な国や地域に居住していることから、引き続きその実情を踏まえて検討し、

必要な改善を行うとともに、在外公館等において高齢化が進む被爆者支援の強化

を行うこと。 

 

（３）来日外国人の不法滞在・不法就労等に対する取締りを一層強化するため、地方
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警察官の増員を図ること。また、犯罪を犯した外国人に対する「犯罪人引渡条約」

や「刑事共助条約（協定）」の締結相手国の拡大を図ること。 

 

（４）令和４年６月に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」に基

づき、令和４年度から開始される旅券の電子申請及び令和４年度以降順次可能と

なるクレジットカードによる手数料の納付については、旅券事務が本来国の事務

であることや、既に全国の半数以上の市町村に旅券事務の一部が移譲され、住民

に身近な窓口が開設されている実態を踏まえ、次のとおり対応すること。 

 ・情報通信基盤や機器整備については、都道府県・市町村に財政負担を及ぼさない

よう、国の負担により対応すること。 

 ・システム構築・運営については、住民サービスの低下を招かないよう、市町村窓

口等での旅券申請・交付手続きが引き続き対応可能なものとすること。 

 ・実施に当たっては、国におけるコールセンターの設置等により申請者の利便性の

向上や旅券窓口の事務負担の軽減が図られるよう対応すること。 

 

  


